
  １月２０日、国労東日本は第１０回組織拡大会議を東京新橋・交通ビルにて開催した。 会議には、各地方本部・地区本部・

支部などの組織部長、 組織対策担当者４８名が参加。 この間の地方 ・ 職場で取り組む中での成果や教訓点、 さらに

は具体的に国労加入を勝ち取った仲間の報告に学びあい、 当面する組織対策行動の意思統一をした。

　今号は、 ①第１０回組織拡大会議報告、 ②弁護士、 地方代表などの参加により開催した「 中労委一括和解報告会」

などについて、 ③仙台から仲間の人事異動を「 祝う会」 報告。 ④「 いなほ脱線事故」 から１年、 伊藤委員長が現地

を訪れ犠牲者への献花をすると共に、 国労の安全輸送に対する新潟地本の取り組みを掲載し、 以下、 報告とする。

　昨年１１月６日の中央労働委員会における一括和解以降の
短期間で８名の仲間が国労の旗の下に結集・加入する状況の
中で開催された「第１０回組織拡大会議」。
   伊藤委員長の主催者挨拶に続き、高野書記長から「経過及
び組織強化・拡大にむけた提起」（別掲）を行い、６名の仲
間からの特別報告を全体で学びあった。
   その後、休憩を挟み全体討論を行い７名の仲間から成果・
教訓点、今後の決意や取り組みの報告があり高野書記長のま

とめ、木村
青年部長の
団結ガンバ
ローで当面
する取り組
みの意思統
一とした。

組織拡大に向けた具体的な取り組み

職場から不当労働行為を許さない取り組み

提案のポイントー 全力で実行しよう

　１月２１日、国労東日本本部は「中労委一括和解報告会」
を静岡県・熱海市で開催した。報告会には、この間の労働委
員会闘争を担っていただいた弁護士、松井中労委労働者側委
員、全国交運共済生協代表、国労本部・地方・支部代表など
６８名が出席。冒頭挨拶した伊藤委員長は、「調印式後２０
歳の若い仲間が国労加入し以降今日まで８名の加入を勝ち
取った。この仲間たちの加入に自信を持つと共に、この２０
年の差別攻撃に対し国労が潰れなかった事に自信と確信を持
とう。そしてその原点は組織の団結力であり、引き続き、職
場から仕事総点検運動を！」と強調した。
   続いて、宮里弁護士の挨拶と報告をはじめとして、各来賓
より挨拶をいただいた。その後、高野書記長から国労東日本
としての当面する取り組みについて提起し全体で確認した。
   翌２２日は、神奈川地区本部久保沢委員長・東神奈川電車
区分会吉田書記長に案内をしていただき、松井中労委労働者
側委員、岡部弁護士、本部・東日本・東京地本代表で、静岡
県・裾野市に眠る元東神奈川電車区分会・故渡辺尚氏のお墓
に献花を行った。
   ＪＲ発足以降の執拗な国労バッジ攻撃の中で、東神奈川電
車区においても着用者に対する攻撃は乗務を外すなど徹底
して個人を追い詰め、こうした中で昭和６２年６月１３日に
２４歳の若さで残念ながら自ら命を絶ってしまった。渡辺さ

ん の ご 冥 福 を 祈
り、 制 服 姿 の 生
前 の 写 真 に「 和
解 」 を 報 告 し、
二 度 と こ の よ う
な 不 幸 な こ と が
発 生 し な い 労 使
関 係 の 構 築 を 墓
前に誓った。

運動に自信を持ち、

         
①職制を利用しての勧誘、特定組合への誘導は不当労働行
　為にあたり、相手のアキレス腱になる事を「事ある毎に」
　指摘する。
②不当労働行為の監視体制を全職場で確立する。
③東労組の組織拡大に重要な役割を担ってきた指導車掌や
　グリーンアドバイザー・チャレンジサポーターについて、
　指定にあたり所属組合による差別の無いように、取り組
　みを強化する。

         
◆青年部と連携を取り、国労内の平成採用者交流会を開催
　し、同期への呼びかけ等の取り組みへの意思統一を図る。
◆これまでに国労を脱退していった仲間に対し復帰を呼び
　かける。
◆東労組の現状や「中労委での一括和解」等、状況が変化
　している事を訴え、加入・復帰を呼びかける。
◆組合員の関係を通じた情報収集に全力を挙げる。
◆シニア再雇用者の組織化をはかる。

10第　 回組織拡大会議開催

次への闘いを意思統一和解以降連続加入！！
・ ・ 点から線に ・ ・
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　昨年 12 月１日、佐藤　忍さん（48 歳）が１９年９ヶ月
ぶりに運転士に復帰することができました。昨年 11 月 6 日、
国労とＪＲ東日本会社による和解が成立し、「出向・配転事件」
における関連事件として取り扱われていたもので、3 年の出
向期限を待って、小牛田運輸区運転士の発令がされました。
　国鉄「分割・民営化」される直前の 1987 年 3
月、運転士職２年目で東労組組合員だった佐藤さ
んは、小牛田運転所首席助役から「直営店に行っ
て欲しい。２年くらいで戻って来られるから。皆、
出向か直営店に必ず協力してもらわなければなら
ない。」と一方的に古川駅直営店に配転されました。
  ＪＲとなったその年 10 月には、小牛田駅クリー
ニング取次店に配転。翌 88 年 3 月、これまで兼
務発令だった佐藤さんは、兼務解除となる営業指
導係の発令を受け、小牛田運転所の所長に苦情処
理の申告をするも「東労組で一括して取り下げて
います」との対応に、その 11 月、当時小牛田駅
分会長（現宮城県栗原市議）から「運転士に戻る運動を共に
闘おう」との一言に共鳴し、国労に加入しました。
  しかし、配転攻撃はその後も続き、92 年まで２箇所をたら
い回しにされた後の 3 月、鳴子温泉駅営業指導係の配転を
受け、03 年まで勤務し、その年９月、運転適正検査を受け

「戻れる日も近いか」と思った矢先の１２月、ジェーアール
テクノサービス（関連会社）に出向に出されました。そして
3 年間の出向を最後に、昨年 12 月、運転士に復帰しました。
これまで一時もあきらめず「必ず運転士に戻るぞ」と家族と
の強い結束のもと実現したものと言えます。
　昨年 12 月には、佐藤さんの 20 年の足跡をともに闘った

仲間や国労運転士で退職した分会ＯＢなど４０名が復帰を祝
いました。会場では、集まった仲間それぞれが 20 年の国労
組合員としての闘いの足跡を振り返り、佐藤さんの闘いに学
び合うなか、新たな情勢認識のもとさらなる国労運動の発展
を誓い合い、国鉄労働組合歌を合唱し共に喜び合いました。

　この間佐藤さんは、仙台地本内の国労運転士４名の仲間と
ともに和解となった「配転・出向事件」と合わせ運転士復帰
の闘いを継続してきました。御礼のあいさつでは、再びハン
ドルを握ることなく亡くなった先輩や定年を迎え断念せざる
を得なかった先輩、また、今年 60 歳定年を迎えるため限定
運転士のまま退職を迎えつつある先輩たちに対し、「俺だけ
戻ることは両手挙げて喜べない、しかし、戻った以上は運転
士職の厳しい労働実態が待っているとしても、ともに運転士
復帰を闘った先輩たちや 20 年間で支えてくれた仲間、そし
て家族のためにも、定年までの 12 年間、国労運転士として
生き、恩返しをする」と話していました。

　死者５人、負傷者３３人を出した『いなほ脱線事故』か
ら１年となる１２月２５日、庄内町で慰霊式が催されまし

た。この日、東日
本本部は、伊藤委
員長が、現地を訪
れ、犠牲者の冥福
を祈り献花をしま
した。

 

　マスコミは再発
防止の立場から一
斉 に 特 集 を 組 み

『風速計だけでな
く気象情報も活用
していれば・・・』

『事前に防風柵が
あれば・・・。減
速していれば・・』

と遺族の無念を伝えています。また県警捜査本部からも、当
日、徐行など規制処置が取られていなかったことから強風対
策に問題はなかったか『自然災害の側面だけでなく事故を予
測し、安全を確保する責任』をＪＲに求める指摘もあります。
　新潟地方本部は、いなほ事故以来、解明要求含めて重要な
問題点を提起してきましたが、未だに会社は明らかにしてい
ません。『命を運ぶ企業として信頼される会社』つまり『安全・
安心な鉄道』をつくるためには、労働組合が、そのチェック
機能を充分に発揮することと、会社がそれらの声に謙虚に耳
を傾ける姿勢が求められます。　　

再発

防止

佐藤　忍さん２０年ぶり運転士復帰実現なる
退職した組合員など４０名で祝う会を開催 仙台発

伊藤委員長が献花いなほ脱線事故から１年

効率より安全優先の JR 会社に労働組合がチェック機能をはたそう冥福を祈り
新
潟
発
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